
（億円）○接続料収入額

○経常利益 （億円）

附則第８条及び第９条の許可申請による経営に及ぼす影響（ＮＴＴ東西合計）

（注）接続料収入額は、加入者交換機能、中継伝送機能（共用型）、中継系交換機能及びＩＳＭ交換機能にかかる収入額の合計。
　　　ヒストリカル料金及びトラヒックは、中期収支計画に基づく。
　　　ＩＳＭ交換機能の料金は、 *1 仮に進捗率を65%とした場合　 *2 仮に進捗率を80%とした場合

　　

ヒストリカル
料金の場合

平成１２年度 　５，３００ ３，５３０ 　４，６８０

影響額 影響額

▲１，７７０ 　　▲６２０

即時実施
する場合

　５，４７０ － 　４，５００－ 　　▲９７０

　５，５２０ － 　４，４５０－ ▲１，０７０

平成１３年度

平成１４年度

　４，６８０

影響額

　　▲６２０

　４，０００ ▲１，４７０

－ －

１６，２９０ （３，５３０） １３，６３０（▲１，７７０） ▲２，６６０累計 　（８，６８０）（▲２，０９０）

２年間で段階的
に実施した場合

３年間で段階的
に実施した場合

ヒストリカル
料金の場合

平成１２年度 　▲２３０ ▲２，０００ 　　▲８５０

影響額 影響額
即時実施
する場合

　　６４０ － 　　▲３３０－

１，３１０ － 　　　２４０－

平成１３年度

平成１４年度

　　▲８５０

影響額

　　▲８３０

－ 　－

１，７２０ （▲２，０００） 　　▲９４０累計 （▲１，６８０）

２年間で段階的
に実施した場合

３年間で段階的
に実施した場合

▲１，７７０ 　　▲６２０

　　▲９７０

▲１，０７０

　　▲６２０

▲１，４７０

（▲１，７７０） ▲２，６６０（▲２，０９０）

（ＮＴＴ東日本・西日本）（別紙２－１）



（億円）○接続料収入額

○経常利益

ヒストリカル
料金の場合

平成１２年度 　２，８９０ １，９８０ 　２，５７０

影響額 影響額

　　▲９１０ 　　▲３２０

即時実施
する場合

　３，０２０ － 　２，５３０－ 　　▲４９０

　３，０８０ － 　２，５３０－ 　　▲５５０

平成１３年度

平成１４年度

　２，５７０

影響額

　　▲３２０

　２，２７０ 　　▲７５０

－ －

　８，９９０ （１，９８０） 　７，６３０（▲９１０） ▲１，３６０累計 　（４，８４０）（▲１，０７０）

２年間で段階的
に実施した場合

３年間で段階的
に実施した場合

ヒストリカル
料金の場合

平成１２年度 　　４４０ 　　▲４７０ 　　　１２０

影響額 影響額

　　▲９１０ 　　▲３２０

即時実施
する場合

　　８２０ － 　　　３３０－ 　　▲４９０

１，０９０ － 　　　５４０－ 　　▲５５０

平成１３年度

平成１４年度

　　　１２０

影響額

　　▲３２０

　　　　７０ 　　▲７５０

－ 　－

２，３５０ 　　（▲４７０） 　　　９９０（▲９１０） ▲１，３６０累計 　　　（１９０）（▲１，０７０）

２年間で段階的
に実施した場合

３年間で段階的
に実施した場合

（億円）

附則第８条及び第９条の許可申請による経営に及ぼす影響（ＮＴＴ東日本）

（注）接続料収入額は、加入者交換機能、中継伝送機能（共用型）、中継系交換機能及びＩＳＭ交換機能にかかる収入額の合計。
　　　ヒストリカル料金及びトラヒックは、中期収支計画に基づく。
　　　ＩＳＭ交換機能の料金は、 *1 仮に進捗率を65%とした場合　 *2 仮に進捗率を80%とした場合

　　

*1 *1

*2

*1 *1

*2

（ＮＴＴ東日本）（別紙２－２）



（億円）○接続料収入額

○経常利益

ヒストリカル
料金の場合

平成１２年度 　２，４１０ １，５５０ ２，１１０

影響額 影響額

　　▲８６０ 　　▲３００

　２，４５０ － １，９７０－ 　　▲４８０

　２，４４０ － １，９２０－ 　　▲５２０

平成１３年度

平成１４年度

２，１１０

影響額

　　▲３００

１，７３０ 　　▲７２０

－ －

　７，３００ （１，５５０） ６，０００（▲８６０） ▲１，３００累計 （３，８４０）（▲１，０２０）

ヒストリカル
料金の場合

平成１２年度 　▲６７０ ▲１，５３０ 　　▲９７０

影響額 影響額

　　▲８６０ 　　▲３００

　▲１８０ － 　　▲６６０－ 　　▲４８０

　　２２０ － 　　▲３００－ 　　▲５２０

平成１３年度

平成１４年度

　　▲９７０

影響額

　　▲３００

　　▲９００ 　　▲７２０

－ －

　▲６３０ （▲１，５３０） ▲１，９３０（▲８６０） ▲１，３００累計 （▲１，８７０）（▲１，０２０）

（億円）

附則第８条及び第９条の許可申請による経営に及ぼす影響（ＮＴＴ西日本）

即時実施
する場合

２年間で段階的
に実施した場合

３年間で段階的
に実施した場合

即時実施
する場合

２年間で段階的
に実施した場合

３年間で段階的
に実施した場合

（注）接続料収入額は、加入者交換機能、中継伝送機能（共用型）、中継系交換機能及びＩＳＭ交換機能にかかる収入額の合計。
　　　ヒストリカル料金及びトラヒックは、中期収支計画に基づく。
　　　ＩＳＭ交換機能の料金は、 *1 仮に進捗率を65%とした場合　 *2 仮に進捗率を80%とした場合

*1 *1

*2

*1 *1

*2

（ＮＴＴ西日本）（別紙２－２）


